
別紙１（第４条関係）

交付の対象となる経費

（１）賃金改善経費

① 賃金改善の方法

本事業の対象となる介護サービス事業所等を運営する介護サービス事業者又は介

護保険施設（介護予防・日常生活支援総合事業の事業者を含む。以下「介護サービ

ス事業者等」という。）は、サービス類型及び第７条の交付金の要件別に設定された

別紙２表１、表２及び表３に掲げる交付率のうち、賃金改善経費分として設定され

た交付率により算出された交付額に相当する介護従事者の賃金（基本給、手当、賞

与等（退職手当を除く。以下同じ。）をいう。）の改善（以下「賃金改善」という。）

を実施しなければならない。ただし、第７条第１号イ又は第２号イの要件を満たす

介護サービス事業所等を運営する介護サービス事業者等においては、別紙２表１及

び表２に掲げる交付率のうち、第５欄に掲げる交付率により算出された交付額につ

いては、介護職員への配分を基本とするが、介護サービス事業者等の判断により、

介護職員以外の職種への配分も含め、事業所内で柔軟な配分を認めることとする。

賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行

うものとする。その際、介護サービス事業者等は、特定した賃金項目を含め、交付

金の交付対象期間において、前年同時期と比較し、賃金改善の対象とした職員の平

均的な賃金水準（賃金の高さの水準をいう。以下同じ。）を低下させてはならない。

また、安定的な処遇改善が重要であることから、基本給による賃金改善が望ましい

が、介護サービス事業所等の判断により、その他の手当、一時金等を組み合わせて

実施しても差し支えない。

ただし、例えば、一部の職員に加算を原資とする賃金改善を集中させることや、

同一法人内の一部の事業所のみに賃金改善を集中させることなど、職務の内容や勤

務の実態に見合わない著しく偏った配分は行わないこと。

② その他

（ア）賃金改善方法の周知について

本交付金を申請する介護サービス事業者等は、対象となる介護サービス事業所

等における賃金改善を行う方法等について、申請書を用いるなどにより職員に周

知するとともに、就業規則等の内容についても介護従事者に周知すること。

介護従事者から本交付金に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職

員の賃金改善に係る内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答すること。

（イ）労働法規の遵守について

介護サービス事業者等は、本交付金の目的等を踏まえ、労働基準法等の労働法

規を遵守しなければならない。



（２）職場環境改善等経費

介護サービス事業者等（第７条第１号ウ又は第２号ウの要件を満たす介護サービス

事業所等を運営する介護サービス事業者等に限る。以下この（２）において同じ。）は、

別紙２表１及び表２に掲げる交付率のうち、第６欄に掲げる交付率により算出された

交付額に相当する職場環境改善の取組の経費に充てることができる。当該職場環境改

善等経費には、介護助手等を募集するための経費及び職場環境改善等（例えば、処遇

改善加算の職場環境等要件の更なる実施）のための様々な取組を実施するための研修

費等の経費が含まれる。ただし、介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象経

費（介護テクノロジー等の機器購入費用）に充当することはできない。

また、介護サービス事業者等は、別紙２表１及び表２に掲げる交付率のうち、第６

欄に掲げる交付率により算出された交付額に相当する介護職員等（介護職員以外のそ

の他の職員を賃金改善の対象としている介護サービス事業者等については、その他の

職員を含む。）の賃金改善に充てることができる。賃金改善は、基本給、手当、賞与等

のうち対象とする賃金項目を特定した上で行うものとする。その際、介護サービス事

業者等は、交付金の交付対象期間において、前年同時期と比較し、賃金改善の対象と

した職員の平均的な賃金水準を低下させてはならない。

介護サービス事業者等は、当該事業所における職場環境改善等経費に係る賃金改善

を行う方法等について職員に周知しなければならない。また、職員から職場環境改善

等経費に係る賃金改善に関する照会があった場合には、当該職員に関係する賃金改善

の内容について、書面を用いる等の方法で分かりやすく回答すること。


